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1 / 1 

５ 電気料金 

（ａ）基本料金 

    基本料金は、１月以下のとおりとします。ただし、まった

く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量１キロボルトアンペアにつき ３３０．００円 

（ｂ）電力量料金 

    電力量料金は、１月の使用電力量ごとに以下のように算定

します。 

１段料金 １２０キロワット時までの

１キロワット時につき 
１８．４９円 

２段料金 １２０キロワット時をこえ

３００キロワット時までの

１キロワット時につき 

２４．０４円 

３段料金 上記超過１キロワット時に

つき 
２６．８４円 

 

（略） 

 

附    則 

１ 実施期日 

   この本実施要綱は、2020年 12月 1 日から実施します。 

５ 電気料金 

（ａ）基本料金 

    基本料金は、１月以下のとおりとします。ただし、まった

く電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

契約容量１キロボルトアンペアにつき ３６８．２３円 

（ｂ）電力量料金 

    電力量料金は、１月の使用電力量ごとに以下のように算定

します。 

１段料金 １２０キロワット時までの

１キロワット時につき 
１８．９３円 

２段料金 １２０キロワット時をこえ

３００キロワット時までの

１キロワット時につき 

２４．４８円 

３段料金 上記超過１キロワット時に

つき 
２７．２８円 

 

（略） 

 

附    則 

１ 実施期日 

   この本実施要綱は、2023年 4月 1日から実施します。 

 

 


